
ケ
ー
ス
１
で
は
、
被
相
続
人
に

子
が
お
ら
ず
、
父
母
な
ど
直

系
尊
属
も
す
で
に
死
亡
し
て
い
る
場

合
の
戸
籍
の
確
認
方
法
に
つ
い
て
解

説
し
ま
す
。

死
亡
時
の
戸
籍
か
ら

死
亡
時
の
戸
籍
か
ら

遡
上
し
て
考
え
る

遡
上
し
て
考
え
る

相
続
預
金
の
払
戻
し
手
続
き
に
お

い
て
は
、
相
続
届
に
記
載
さ
れ
た
相

続
人
が
正
当
な
相
続
人
で
あ
る
の
か

を
確
認
す
る
た
め
に
、
次
の
書
類
を

取
得
す
る
必
要
が
あ
り
ま
す
。

①�

被
相
続
人
の
出
生
か
ら
死
亡
ま
で

の
連
続
し
た
戸
籍
謄
本

②
相
続
人
の
現
在
の
戸
籍
謄
本

ま
ず
最
初
に
、
被
相
続
人
の
死
亡

の
事
実
が
記
載
さ
れ
た
戸
籍
謄
本
を

確
認
し
ま
す
（
サ
ン
プ
ル
❶
）。
戸

籍
事
項
欄
に
「
平
成
６
年
法
務
省
令

～
に
よ
る
改
製
」
と
あ
り
、
改
製
日

は
平
成
20
年
２
月
２
日
と
な
っ
て
い

ま
す
。
こ
の
戸
籍
謄
本
は
、
コ
ン
ピ

ュ
ー
タ
化
後
の
戸
籍
で
あ
っ
て
、
平

成
20
年
２
月
２
日
か
ら
戸
籍
謄
本
の

発
行
日
ま
で
の
戸
籍
を
証
明
す
る
も

ここでは、相続人の特定が難しいケースを挙げ、戸籍のどの部分を
どう読み解いていけばよいかポイントを解説します。

こんなケースはこんなケースは
戸籍の  戸籍の  ココココ    をを 確認確認 しよう！しよう！““ ””

税理士法人 SBL 代表社員
税理士／行政書士／CFP®

八木 正宣

相続人特定が 
難しい

近代 寅吉
竹夫の父 竹夫の母

近代 亀子

近代 竹夫
梅子の夫

近代 松一
竹夫の弟 竹夫の妻

近代 梅子

被
相
続
人
に
子
・
親
が
お
ら
ず

「
配
偶
者
」や「
兄
弟
」が
い
る

1

CASE
ヒアリングなどで得た

確認の前提となる家族構成等の情報
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戸籍 強 なるく見方の に

の
で
す
。

戸
籍
の
筆
頭
者
は
夫
で
あ
る
竹
夫

さ
ん
で
す
。
身
分
事
項
に
「
除
籍
」

お
よ
び
「
死
亡
」
の
記
載
が
あ
り
、

竹
夫
さ
ん
は
、
令
和
５
年
４
月
１
日

に
死
亡
し
た
こ
と
が
確
認
で
き
ま
し

た
。
戸
籍
の
筆
頭
者
が
死
亡
し
た
と

し
て
も
、
そ
の
戸
籍
に
在
籍
す
る
人

が
い
る
か
ぎ
り
そ
の
謄
本
は
閉
鎖
さ

れ
ま
せ
ん
。
同
じ
く
こ
の
戸
籍
に
お

い
て
、
妻
梅
子
さ
ん
の
存
命
を
確
認

す
る
こ
と
が
で
き
ま
し
た
。
配
偶
者

は
常
に
相
続
人
と
な
り
ま
す
の
で
、

梅
子
さ
ん
は
竹
夫
さ
ん
の
相
続
人
と

し
て
確
定
し
ま
し
た
。

相
続
手
続
き
を
行
う
に
あ
た
っ
て

は
、
戸
籍
謄
本
等
を
“
最
新
の
も
の

か
ら
１
つ
ず
つ
さ
か
の
ぼ
っ
て
確
認

す
る
こ
と
”
が
重
要
に
な
り
ま
す
。

次
に
平
成
20
年
２
月
２
日
よ
り
前

の
戸
籍
を
確
認
し
ま
す
（
サ
ン
プ
ル

❷
）。
同
じ
本
籍
地
に
お
い
て
コ
ン

ピ
ュ
ー
タ
化
前
の
戸
籍
が
あ
り
、
こ

の
戸
籍
謄
本
は
「
婚
姻
の
届
出
に
よ

り
昭
和
58
年
５
月
８
日
に
編
製
」
さ

れ
て
か
ら
、「
平
成
６
年
法
務
省
令

全 部 事 項 証 明 
本 籍 
氏 名

東京都文京区後楽４丁目４番４号 
近 代 竹 夫 

戸籍事項 
戸籍改製 【改製日】平成２０年２月２日 

【改製事由】平成６年法務省令第５１号附則第２条第１項による改製 
戸籍に記載さ
れている者 

除 籍 

【名】竹夫
【生年月日】昭和３０年３月３日 【配偶者区分】夫 
【父】近代寅吉 
【母】近代亀子 
【続柄】長男 

身分事項 

死 亡 
【死亡日】令和５年４月１日 
【死亡時分】午前４時４０分 
【死亡地】東京都文京区 
【届出日】令和５年４月２日 
【届出人】妻  

戸籍に記載さ
れている者 

【名】梅子
【生年月日】昭和３５年５月５日 【配偶者区分】妻 
【父】山田熊五郎 
【母】山田ツル 
【続柄】二女

戸籍の筆頭者で
ある竹夫が死亡
していること、
その死亡日を確
認

サンプル❶ 被相続人である竹夫の現在戸籍

まず死亡の事実
が記載された戸
籍謄本を確認。
改製日と改製事
由を確認

妻、梅子の存命
を確認。相続人
が１人確定
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改
製
原
戸
籍

平
成
六
年
法
務
省
令
第
五
十
一
号
附
則
第
二
条
第
一
項
に
よ
る
改
製
に
つ
き
平
成
弐
拾
年
弐
月
弐
日
消
除
㊞

七
丁
目
七
番
七
号
近
代
寅
吉
戸
籍
か
ら
入
籍
㊞

昭
和
五
拾
八
年
五
月
八
日
山
田
梅
子
と
結
婚
届
出
兵
庫
県
西
宮
市
甲
子
園
口

昭
和
参
拾
年
参
月
参
日
兵
庫
県
西
宮
市
で
出
生
同
日
父
届
出
入
籍
㊞

㊞

婚
姻
の
届
出
に
よ
り
昭
和
五
拾
八
年
五
月
八
日
編
製

本籍

東
京
都
文
京
区
後
楽
四
丁
目
四
番
四
号

氏名

近

代

竹

夫

出生 夫 母 父 

昭
和
参
拾
年
参
月
参
日

亡

亀
子

亡

近
代
寅
吉

長男

竹

　
　
　夫

改
製
原
戸
籍
平
成
六
年
法
務
省
令
第
五
十
一
号
附
則
第
二
条
第
一
項
に
よ
る
改
製
に
つ
き
平
成
弐
拾
参
年
六
月
六
日
消
除
㊞

本籍

氏名

出生 母 父 出生 母 父 出生 妻 母 父 出生 夫 母 父

弐男 長男 長女 長男

婚
姻
の
届
出
に
よ
り
昭
和
弐
拾
八
年
弐
月
八
日
編
製
㊞

昭
和
八
年
八
月
八
日
兵
庫
県
西
宮
市
で
出
生
同
日
父
届
出
入
籍
㊞

昭
和
弐
拾
八
年
弐
月
八
日
山
本
亀
子
と
結
婚
届
出
兵
庫
県
西
宮
市
甲
子
園
口
七

丁
目
七
番
七
号
近
代
元
戸
籍
か
ら
入
籍
㊞

出
除
籍
㊞

平
成
拾
九
年
九
月
九
日
午
前
九
時
九
分
尼
崎
市
で
死
亡
同
日
親
族
近
代
亀
子
届

送
付
入
籍
㊞

昭
和
拾
参
年
壱
月
参
日
京
都
府
綾
部
市
で
出
生
同
日
父
届
出
同
日
同
市
長
か
ら

昭
和
弐
拾
八
年
弐
月
八
日
近
代
寅
吉
と
婚
姻
届
出
京
都
府
綾
部
市
綾
中
町
壱
丁

目
壱
番
地
山
本
龍
之
介
戸
籍
か
ら
入
籍
㊞

届
出
除
籍
㊞

平
成
弐
拾
弐
年
弐
月
弐
日
午
前
四
時
四
分
尼
崎
市
で
死
亡
同
日
親
族
近
代
竹
夫

昭
和
参
拾
年
参
月
参
日
兵
庫
県
西
宮
市
で
出
生
同
日
父
届
出
入
籍
㊞

か
ら
送
付
東
京
都
文
京
区
後
楽
四
丁
目
四
番
四
号
に
夫
の
氏
の
新
戸
籍
編
製
に
つ

昭
和
五
拾
八
年
五
月
八
日
山
田
梅
子
と
結
婚
届
出
同
月
八
日
東
京
都
文
京
区
長

き
除
籍
㊞

昭
和
参
拾
弐
年
四
月
四
日
兵
庫
県
西
宮
市
で
出
生
同
日
父
届
出
入
籍
㊞

昭
和
六
拾
参
年
五
月
参
日
仁
藤
ふ
た
ば
と
結
婚
届
出
同
月
八
日
愛
知
県
名
古
屋

つ
き
除
籍
㊞

市
東
区
長
か
ら
送
付
同
区
大
幸
南
六
丁
目
六
番
六
号
に
夫
の
氏
の
新
戸
籍
編
製
に

近
代

　元は
つ

寅

　
　
　吉

昭
和
八
年
八
月
八
日

山
本

　龍
之
介

ト
ラ

亀

　
　子

昭
和
拾
参
年
壱
月
参
日

近
代

　寅
吉

亀
子

竹

　
　夫

昭
和
参
拾
年
参
月
参
日

近
代

　寅
吉

亀
子

松

　
　一

昭
和
参
拾
弐
四
月
四
日

近

　代

　
　寅

　吉

兵
庫
県
西
宮
市
甲
子
園
口
七
丁
目
七
番
七
号

改製日を確認。サンプル❶の
戸籍の改製日とつながってい
ることを確認

サ
ン
プ
ル
❷

サ
ン
プ
ル
❸

婚姻届の提出のタイミングで
編製されたものだと確認

竹
夫
の
婚
姻
時
に
編
製
さ
れ
た
戸
籍

竹
夫
の
父
、
寅
吉
の
婚
姻
時
に
編
製
さ
れ
た
戸
籍

竹夫の父寅吉と、母亀子の死
亡を確認

昭和32年４月４日に、弟の
松一が誕生していることを確
認

竹
夫
の
父
、
寅
吉
の
婚
姻
を
機
に
編
製
さ
れ
た
も
の
だ
と
確
認
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戸籍 強 なるく見方の に

～
に
よ
る
改
製
に
つ
き
平
成
20
年
２

月
２
日
消
除
」
さ
れ
る
ま
で
の
戸
籍

を
証
明
し
ま
す
。
こ
の
戸
籍
に
お
い

て
も
竹
夫
さ
ん
に
子
の
存
在
は
確
認

で
き
ず
、
梅
子
さ
ん
と
の
間
に
は
子

が
い
な
い
こ
と
が
わ
か
り
ま
し
た
。

相
続
人
と
な
る
べ
き
親
族
に
は
順

位
が
定
め
ら
れ
て
い
ま
す
。
第
１
順

位
の
子
が
い
な
い
場
合
に
は
、
第
２

順
位
の
直
系
尊
属
（
両
親
・
祖
父

母
）
が
相
続
人
と
な
り
ま
す
。

相
続
順
位
第
２
位
の

相
続
順
位
第
２
位
の

直
系
尊
属
の
死
亡
を
確
認

直
系
尊
属
の
死
亡
を
確
認

子
が
い
な
い
場
合
に
は
、
相
続
順

位
第
２
位
で
あ
る
直
系
尊
属
の
存
在

と
、
現
在
存
命
で
あ
る
か
ど
う
か
に

つ
い
て
、
確
認
し
な
け
れ
ば
な
り
ま

せ
ん
。
サ
ン
プ
ル
❸
は
竹
夫
さ
ん
の

婚
姻
前
の
戸
籍
で
、
父
の
近
代
寅
吉

さ
ん
が
昭
和
28
年
２
月
８
日
に
婚
姻

し
た
こ
と
を
機
に
新
し
く
編
製
さ
れ

た
も
の
に
な
り
ま
す
。

ま
た
、
竹
夫
さ
ん
の
出
生
日
が
昭

和
30
年
３
月
３
日
な
の
で
、
こ
の
戸

籍
が
「
出
生
」
か
ら
「
婚
姻
に
よ
り

竹
夫
さ
ん
が
昭
和
58
年
５
月
８
日
に

除
籍
」
さ
れ
る
ま
で
の
戸
籍
を
証
明

す
る
も
の
に
な
り
ま
す
。

こ
の
戸
籍
で
は
、
父
寅
吉
さ
ん
が

平
成
19
年
９
月
９
日
、
母
亀
子
さ
ん

は
平
成
22
年
２
月
２
日
に
共
に
死
亡

し
て
い
る
こ
と
、
お
よ
び
父
寅
吉
さ

ん
と
母
亀
子
さ
ん
が
結
婚
し
た
後
、

長
男
の
竹
夫
さ
ん
が
誕
生
し
、
そ
の

後
昭
和
32
年
４
月
４
日
に
次
男
の
松

一
さ
ん
が
出
生
し
た
こ
と
が
わ
か
り

ま
す
。

相
続
順
位
第
１
位
の
子
お
よ
び
第

２
位
の
直
系
尊
属
が
い
な
い
場
合
に

は
、
第
３
位
の
兄
弟
姉
妹
が
相
続
人

に
な
り
ま
す
。

第
３
位
の
兄
弟
姉
妹
の

第
３
位
の
兄
弟
姉
妹
の

現
在
戸
籍
で
存
命
を
確
認

現
在
戸
籍
で
存
命
を
確
認

そ
こ
で
、
現
在
兄
弟
姉
妹
が
存
命

か
ど
う
か
を
そ
の
兄
弟
の
現
在
の
戸

籍
で
確
認
し
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ

ん
。
松
一
さ
ん
は
昭
和
63
年
５
月
３

日
に
結
婚
し
、
寅
吉
さ
ん
の
戸
籍
か

ら
除
籍
さ
れ
て
愛
知
県
名
古
屋
市
東

区
に
お
い
て
新
し
く
戸
籍
が
編
製
さ

れ
ま
し
た
。

サ
ン
プ
ル
❹
が
平
成
21
年
６
月
６

日
に
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
化
さ
れ
た
現
在

の
松
一
さ
ん
の
戸
籍
と
な
り
ま
す
。

こ
の
戸
籍
に
お
い
て
松
一
さ
ん
の
存

命
が
確
認
で
き
ま
し
た
。

こ
う
し
た
確
認
を
経
て
、
ケ
ー
ス

１
の
相
続
人
は
、
配
偶
者
で
あ
る
梅

子
さ
ん
と
、
弟
で
あ
る
松
一
さ
ん
の

２
名
と
な
り
ま
す
。

全 部 事 項 証 明 
本 籍 
氏 名

愛知県名古屋市東区大幸南６丁目６番６号 
近 代 松 一 

戸籍事項 
戸籍改製 

【改製日】平成２１年６月６日 
【改製事由】平成６年法務省令第５１号附則第２条第１項による改製 

戸籍に記載さ
れている者 松一

【生年月日】昭和３２年４月４日 【配偶者区分】夫 
【父】近代寅吉 
【母】近代亀子 
【続柄】二男

サンプル❹ 竹夫の弟、松一の現在戸籍

改製日を確認。戸籍法改
正でコンピュータ処理が
可能となった後のもの

松一の存命を確
認。２人目の相続
人が確定
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ケ
ー
ス
２
で
は
、
相
続
人
で
あ

る
子
が
す
で
に
死
亡
し
て
い

た
場
合
の
戸
籍
の
確
認
方
法
に
つ
い

て
解
説
し
ま
す
。
こ
こ
で
も
ケ
ー
ス

１
と
同
様
に
、
ま
ず
確
認
す
べ
き
は

被
相
続
人
の
死
亡
の
事
実
が
記
載
さ

れ
た
戸
籍
謄
本
で
す
。
押
さ
え
る
べ

き
ポ
イ
ン
ト
は
ケ
ー
ス
１
と
同
様
で

す
の
で
、
Ｐ
21
の
サ
ン
プ
ル
❶
を
確

認
し
て
く
だ
さ
い
。

戸
籍
の
確
認
は
最
新
か
ら

戸
籍
の
確
認
は
最
新
か
ら

さ
か
の
ぼ
る
の
が
鉄
則

さ
か
の
ぼ
る
の
が
鉄
則

相
続
手
続
き
に
お
い
て
、
戸
籍
は

最
新
の
も
の
か
ら
１
つ
ず
つ
さ
か
の

ぼ
っ
て
戸
籍
謄
本
等
を
確
認
し
て
い

く
こ
と
が
重
要
で
す
。
戸
籍
事
項
欄

に
「
平
成
６
年
法
務
省
令
～
に
よ
る

改
製
」
と
あ
り
、
改
製
日
は
平
成
20

年
２
月
２
日
と
な
っ
て
い
ま
す
。
こ

の
戸
籍
謄
本
は
、
戸
籍
法
改
製
に
よ

る
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
化
後
の
戸
籍
で
あ

っ
て
、
改
製
日
か
ら
戸
籍
謄
本
の
発

行
日
ま
で
の
戸
籍
を
証
明
す
る
も
の

で
す
。

竹
夫
さ
ん
の
身
分
事
項
の
「
除

近代 寅吉
竹夫の父

近代 一郎
竹夫の子

近代 順次
竹夫の孫

竹夫の母
近代 亀子

近代 竹夫
梅子の夫 竹夫の妻

近代 梅子

一郎の妻
近代 和代

被
相
続
人
の
子
は
亡
く
な
っ
て
い
た
が
そ
の
子
ど
も

で
あ
る
「
孫
」
と
「
配
偶
者
」
は
生
き
て
い
る

２

CASE
ヒアリングなどで得た

確認の前提となる家族構成等の情報

24　２０２3年 8 月号



戸籍 強 なるく見方の に

籍
」
お
よ
び
「
死
亡
」
の
記
載
か

ら
竹
夫
さ
ん
の
死
亡
と
、
相
続
人

で
あ
る
妻
梅
子
さ
ん
の
生
存
を
確

認
す
る
こ
と
が
で
き
ま
し
た
。

次
に
１
つ
前
の
戸
籍
に
さ
か
の

ぼ
っ
て
み
ま
し
ょ
う
。
同
じ
本
籍

地
に
お
い
て
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
化
前

の
戸
籍
が
あ
り
ま
し
た
（
サ
ン
プ

ル
❺
参
照
）。

こ
の
戸
籍
謄
本
は
、「
婚
姻
の

届
出
に
よ
り
昭
和
58
年
５
月
８
日

編
製
」
さ
れ
て
か
ら
、「
平
成
６

年
法
務
省
令
～
に
よ
る
改
製
に
つ

き
平
成
20
年
２
月
２
日
消
除
」
さ

れ
る
ま
で
の
戸
籍
を
証
明
し
ま

す
。
こ
の
戸
籍
で
、
長
男
で
あ
る

一
郎
さ
ん
の
出
生
と
婚
姻
に
よ
る

除
籍
が
確
認
で
き
ま
し
た
。

竹
夫
さ
ん
に
ほ
か
に
子
が
い
な

い
か
ど
う
か
を
確
認
す
る
た
め

に
、
さ
ら
に
戸
籍
を
さ
か
の
ぼ
っ

て
い
き
ま
す
。

さ
ら
に
１
つ
前
の
戸
籍
は
竹
夫

さ
ん
の
婚
姻
前
の
戸
籍
で
、
竹
夫

さ
ん
の
父
寅
吉
さ
ん
を
筆
頭
者
と

す
る
戸
籍
に
な
り
ま
す
（
Ｐ
22
ケ

ー
ス
１
の
サ
ン
プ
ル
❸
参
照
）。
こ

の
戸
籍
で
は
、
昭
和
58
年
５
月
８
日

の
梅
子
さ
ん
と
の
婚
姻
の
前
に
竹
夫

さ
ん
に
別
の
婚
姻
と
子
の
存
在
は
確

認
で
き
ま
せ
ん
で
し
た
。
こ
の
戸
籍

は
竹
夫
さ
ん
の
出
生
か
ら
婚
姻
ま
で

の
戸
籍
と
な
り
ま
す
。

被
相
続
人
に
婚
姻
し
て
い
る

被
相
続
人
に
婚
姻
し
て
い
る

子
が
い
る
場
合
の
対
応
と
は

子
が
い
る
場
合
の
対
応
と
は

以
上
、
竹
夫
さ
ん
の
出
生
ま
で
戸

籍
を
さ
か
の
ぼ
っ
て
子
の
存
在
を
調

べ
ま
し
た
。
そ
の
結
果
、
サ
ン
プ
ル

❺
で
一
郎
さ
ん
の
存
在
を
確
認
す
る

こ
と
が
で
き
ま
し
た
。

次
の
段
階
と
し
て
、
相
続
人
候
補

で
あ
る
一
郎
さ
ん
が
存
命
か
ど
う
か

を
戸
籍
で
確
認
し
な
け
れ
ば
な
り
ま

せ
ん
。
サ
ン
プ
ル
❺
に
よ
れ
ば
、
平

成
20
年
１
月
14
日
に
婚
姻
に
よ
り
千

葉
県
千
葉
市
に
新
し
く
一
郎
さ
ん
を

筆
頭
者
と
す
る
戸
籍
が
編
製
さ
れ
て

い
ま
す
。
そ
の
た
め
、
現
在
の
一
郎

さ
ん
の
存
命
に
つ
い
て
、
千
葉
市
に

あ
る
一
郎
さ
ん
の
戸
籍
謄
本
を
入
手

し
て
確
認
す
る
必
要
が
あ
り
ま
す
。

改
製
原
戸
籍

七
丁
目
七
番
七
号
近
代
寅
吉
戸
籍
か
ら
入
籍
㊞

昭
和
五
拾
八
年
五
月
八
日
山
田
梅
子
と
結
婚
届
出
兵
庫
県
西
宮
市
甲
子
園
口

昭
和
参
拾
年
参
月
参
日
兵
庫
県
西
宮
市
で
出
生
同
日
父
届
出
入
籍
㊞

婚
姻
の
届
出
に
よ
り
昭
和
五
拾
八
年
五
月
八
日
編
製

本籍

東
京
都
文
京
区
後
楽
四
丁
目
四
番
四
号

氏名

近

代

竹

夫

夫 母 父 

昭
和
参
拾
年
参
月
参
日

竹

　
　
　夫

亡

亀
子

亡

近
代
寅
吉

長男長男

出生 父 

一

郎

近
代

竹
夫 

梅
子

昭
和
六
拾
参
年
六
月
参
日 

生  出

㊞

平
成
六
年
法
務
省
令
第
五
十
一
号
附
則
第
二
条
第
一
項
に
よ
る
改
製
に
つ
き
平
成
弐
拾
年
弐
月
弐
日
消
除
㊞

昭
和
六
拾
参
年
六
月
参
日
東
京
都
文
京
区
で
出
生
同
日
父
届
出
入
籍
㊞

平
成
弐
拾
年
壱
月
拾
四
日
古
代
和
代
と
婚
姻
届
出
同
月
同
日
千
葉
県
千
葉
市
美
浜

区
美
浜
弐
丁
目
弐
番
地
に
夫
の
氏
の
新
戸
籍
編
製
に
つ
き
除
籍
㊞  

サ
ン
プ
ル
❺

竹
夫
の
婚
姻
時
に
編
製
さ
れ
た
戸
籍

竹夫が昭和58年
５月８日に婚姻し
たときに新しく編
製され、様式改製
により平成20年
２月２日に消除さ
れるまでの戸籍

婚姻を機に一郎は
除籍となり、新た
な戸籍が千葉県千
葉市に編製されて
いるとわかる
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一
郎
さ
ん
の
現
在
戸
籍
は
サ
ン
プ

ル
❻
の
と
お
り
で
す
。
一
郎
さ
ん
の

身
分
事
項
に
「
除
籍
」
お
よ
び
「
死

亡
」
の
記
載
が
あ
り
、
一
郎
さ
ん
は

令
和
４
年
４
月
４
日
に
死
亡
し
て
い

る
こ
と
が
わ
か
り
ま
し
た
。
ま
た
同

時
に
、
一
郎
さ
ん
に
は
、
順
次
さ
ん

と
い
う
子
が
お
り
、
そ
の
順
次
さ
ん

の
存
命
が
確
認
で
き
ま
し
た
。

相
続
人
で
あ
る
子
が
す
で
に
死
亡

し
て
い
た
場
合
に
は
、
そ
の
死
亡
し

た
相
続
人
の
出
生
か
ら
死
亡
ま
で
の

戸
籍
謄
本
が
必
要
に
な
り
ま
す
。
そ

の
死
亡
し
た
相
続
人
に
子
が
い
れ

ば
、
相
続
人
の
地
位
は
、
そ
の
子
に

代
襲
さ
れ
る
た
め
で
す
。

代
襲
相
続
と
は
、
相
続
人
と
な
る

予
定
で
あ
っ
た
「
子
」
ま
た
は
「
兄

弟
姉
妹
」
が
相
続
発
生
時
に
死
亡
・

相
続
欠
格
・
相
続
廃
除
を
原
因
と
し

て
相
続
権
を
失
っ
た
場
合
、
本
来
相

続
人
と
な
る
予
定
で
あ
っ
た
人
に
代

わ
り
、
そ
の
人
の
「
子
」
が
相
続
分

を
承
継
す
る
制
度
で
す
（
図
表
）。

な
お
、
相
続
人
が
子
で
あ
る
場
合

の
代
襲
相
続
は
、
何
代
で
も
そ
の
直

 全 部 事 項 証 明 
本 籍 
氏 名  

千葉県千葉市美浜区美浜２丁目２番地 
近 代 一 郎 

戸籍事項 
戸籍改製 

 

 
【改製日】平成２２年３月３日 
【改製事由】平成６年法務省令第５１号附則第２条第１項による改製 

戸籍に記載され
ている者 

 

【名】一 郎 
【生年月日】昭和６３年６月３日 【配偶者区分】夫 
【父】近代竹夫 
【母】近代梅子 
【続柄】長男 
 
 

死亡 【死亡日】令和４年４月４日 
【死亡時分】午後４時４分 
【死亡地】千葉市美浜区 
【届出日】令和４年４月５日 
【届出人】妻　近代和代  
 
 
 

戸籍に記録され
ている者 
 

 
 

【名】順 次 
【生年月日】平成２１年６月９日  
【父】近代一郎 
【母】近代和代 
【続柄】長男 
 

除 籍 

サンプル❻ 一郎の現在戸籍

除籍とあるこ
とから、一郎
が令和４年４
月４日に死亡
していたこと
がわかる

一郎には、順
次という子が
おり、その存
命が確認でき
る
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戸籍 強 なるく見方の に

系
卑
属
に
代
襲
さ
れ
ま
す
が
、
兄

弟
姉
妹
が
相
続
人
で
あ
る
場
合
の

代
襲
相
続
に
つ
い
て
は
、
１
代
の

み
認
め
ら
れ
て
い
ま
す
。

ほ
か
に
子
ど
も
が
い
な
い
か

ほ
か
に
子
ど
も
が
い
な
い
か

さ
か
の
ぼ
っ
て
戸
籍
を
確
認

さ
か
の
ぼ
っ
て
戸
籍
を
確
認

一
郎
さ
ん
の
代
襲
相
続
人
の
確

認
は
、
サ
ン
プ
ル
❻
の
戸
籍
で
終
わ

り
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
平
成
22
年
３

月
３
日
に
戸
籍
が
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
化

さ
れ
る
前
の
改
製
原
戸
籍
を
取
得

し
、
順
次
さ
ん
以
外
に
子
が
存
在
す

る
か
を
確
認
し
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ

ん
。
な
ぜ
な
ら
改
製
原
戸
籍
で
子
が

婚
姻
等
に
よ
り
除
籍
さ
れ
て
い
た
場

合
、
そ
の
子
は
次
の
戸
籍
に
引
き
継

が
れ
な
い
た
め
、
サ
ン
プ
ル
❻
だ
け

で
は
ほ
か
の
子
の
存
在
を
確
認
で
き

な
い
か
ら
で
す
。

１
つ
前
の
改
製
原
戸
籍
は
、
一
郎

さ
ん
が
平
成
20
年
１
月
14
日
に
結
婚

し
た
と
き
に
竹
夫
さ
ん
の
戸
籍
か
ら

除
籍
し
て
新
し
く
編
製
さ
れ
た
も
の

で
す
（
サ
ン
プ
ル
❼
）。

こ
の
戸
籍
に
お
い
て
も
、
順
次
さ

ん
以
外
に
子
の
存
在
は
確
認
で
き
ま

せ
ん
で
し
た
の
で
、
竹
夫
さ
ん
の
相

続
人
は
、
妻
梅
子
さ
ん
と
、
一
郎
さ

ん
の
代
襲
相
続
人
で
あ
る
順
次
さ
ん

の
２
人
と
い
う
こ
と
に
な
り
ま
す
。

ま
た
一
郎
さ
ん
の
相
続
権
は
そ
の

子
で
あ
る
順
次
さ
ん
に
引
き
継
が
れ

る
こ
と
に
な
り
ま
す
。

改
製
原
戸
籍

本籍

氏名

夫 母 父 

長男長男

出生 父母 生　出

千
葉
県
千
葉
市
美
浜
区
美
浜
二
丁
目
二
番
地 

婚
姻
の
届
出
に
よ
り
平
成
弐
拾
年
壱
月
拾
四
日
編
製
㊞

昭
和
六
拾
参
年
六
月
参
日
東
京
都
文
京
区
で
出
生
同
日
父
届
出
入
籍
㊞

近
代

　竹
夫

　
　
　梅
子

近
代

　一
郎

　
　
　和
代

昭
和
六
拾
参
年
六
月
参
日

平
成
弐
拾
壱
年
六
月
九
日

一

　
　
　郎

順

　
　
　次

平
成
弐
拾
壱
年
六
月
九
日
千
葉
市
美
浜
区
で
出
生
同
日
父
届
出
入
籍
㊞

平
成
弐
拾
四
年
四
月
弐
拾
日
古
代
和
代
と
婚
姻
届
出
東
京
都
文
京
区
後
楽
四
丁
目

四
番
四
号
近
代
竹
夫
戸
籍
か
ら
入
籍
㊞

近

　代

　一

　郎 
平
成
六
年
法
務
省
令
第
五
十
一
号
附
則
第
二
条
第
一
項
に
よ
る
改
製
に
つ
き
平
成
弐
拾
弐
年
参
月
参
日
消
除
㊞

順次以外の子の存在
は確認できない

サ
ン
プ
ル
❼

一
郎
の
婚
姻
時
に
編
製
さ
れ
た
戸
籍

●代襲相続の仕組み

被相続人 配偶者
（相続人）

子
（既に死亡）

相続人の地位を代襲
孫

（代襲相続人）

配偶者

一郎が平成20年
１月14日に婚姻
したときに新しく
編製され、様式改
製により平成22
年３月３日に消除
されるまでの戸籍
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ケ
ー
ス
３
で
は
、
前
妻
の
子

（
嫡
出
子
）
と
内
縁
の
妻
と

の
間
の
子
（
非
嫡
出
子
）
が
相
続
人

で
あ
る
場
合
の
戸
籍
の
確
認
方
法
に

つ
い
て
解
説
い
た
し
ま
す
。

非
嫡
出
子
と
は
、
法
律
上
で
婚
姻

関
係
を
結
ん
で
い
な
い
男
女
の
間
に

生
ま
れ
た
子
の
こ
と
で
す
。
そ
れ
に

対
し
て
婚
姻
関
係
に
あ
る
男
女
間
に

生
ま
れ
た
子
を
嫡
出
子
と
呼
び
ま

す
。平

成
25
年
に
民
法
が
改
正
さ
れ
る

ま
で
は
、
非
嫡
出
子
の
法
定
相
続
分

は
嫡
出
子
の
１
／
２
と
さ
れ
て
い
ま

し
た
。
し
か
し
民
法
改
正
に
よ
っ

て
、
現
在
は
ど
ち
ら
も
同
じ
法
定
相

続
分
と
な
っ
て
い
ま
す
（
図
表
）。

そ
れ
で
は
、
ま
ず
被
相
続
人
の
死

亡
の
事
実
が
記
載
さ
れ
た
戸
籍
謄
本

を
確
認
し
て
み
ま
し
ょ
う
（
サ
ン
プ

ル
❽
）。
戸
籍
事
項
欄
に
「
平
成
６

年
法
務
省
令
～
に
よ
る
改
製
」
と
あ

り
、
改
製
日
は
平
成
20
年
２
月
２
日

と
な
っ
て
い
ま
す
。

こ
の
戸
籍
謄
本
は
、
コ
ン
ピ
ュ
ー

タ
化
後
の
戸
籍
で
あ
り
、
平
成
20
年

近代 寅吉
竹夫の父

山田 一郎

竹夫の長男

近代 五郎
竹夫の二男

竹夫の母
近代 亀子

近代 竹夫
竹夫の元妻

山田 梅子
（旧姓 近代）

（旧姓 近代）

竹夫の内縁の妻
五郎の母

婚姻関係
はない 離婚浦山 幸

被
相
続
人
に
は
離
婚
歴
が
あ
り
、

「
前
妻
と
の
子
ど
も
」と「
認
知
し
た
非
嫡
出
子
」が
い
る

3

CASE
ヒアリングなどで得た

確認の前提となる家族構成等の情報
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戸籍 強 なるく見方の に

２
月
２
日
か
ら
戸
籍
謄
本
の
発
行
日

ま
で
の
戸
籍
を
証
明
す
る
も
の
で

す
。
こ
こ
か
ら
は
、
主
に
３
つ
の
こ

と
が
わ
か
り
ま
す
。

１
つ
目
は
、
竹
夫
さ
ん
の
身
分
事

項
に
「
除
籍
」
お
よ
び
「
死
亡
」
の

記
載
が
あ
る
た
め
、
竹
夫
さ
ん
が
す

で
に
亡
く
な
っ
て
い
る
こ
と
、
２
つ

目
は
、
相
続
人
と
し
て
、
次
男
の
五

郎
さ
ん
の
存
命
を
確
認
す
る
こ
と
が

で
き
る
点
で
す
。

そ
し
て
最
後
に
、
五
郎
さ
ん
の
続

竹夫の死亡が確
認できる

二男の五郎と長
男の存命が確認
できる

五郎の母が近代
梅子ではなく、
浦山幸という人
物であることが
確認できる

 全 部 事 項 証 明 
本 籍 
氏 名  

東京都文京区後楽４丁目４番４号 
近 代 竹 夫 

戸籍事項 
戸籍改製 

 

 
【改製日】平成２０年２月２日 
【改製事由】平成６年法務省令第５１号附則第２条第１項による改製 

戸籍に記載さ
れている者 

 
除 籍 

 
 

 

【名】竹夫 
【生年月日】昭和３０年３月３日 【配偶者区分】夫 
【父】近代寅吉 
【母】近代亀子 
【続柄】長男 

身分事項 
 

 
死 亡 

 
 
 
 

 
 
 
 
【死亡日】令和５年４月１日 
【死亡時分】午前４時４０分 
【死亡地】東京都文京区 
【届出日】令和５年４月２日 
【届出人】二男 

戸籍に記載さ
れている者 
 
 
 
 
 

 

【名】五 郎 
【生年月日】平成１３年１月３日  
【父】近代竹夫 
【母】浦山幸 
【続柄】二男 

 
 

 
 
 

サンプル❽ 被相続人である竹夫の死亡が記載された戸籍

●嫡出子・非嫡出子の法定相続分

・婚姻関係にないた
め、 法定相続人には
該当しない

・被相続人が認知を
行えば、実子となる
ため法定相 続人と
なる

・被相続人の実子で
あるた め、法定相
続人となる

・離婚したため、法
定相続 人には該当
しない

内縁の妻 被相続人 前妻

非嫡出子 嫡出子

婚姻して
いない 離婚

法定相続分は
均等
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平
成
拾
参
年
壱
月
参
日
大
阪
市
福
島
区
で
出
生
同
日
母
届
出
入
籍
㊞

　

平
成
拾
参
年
参
月
拾
日
三
重
県
津
市
津
九
番
浦
山
幸
同
籍
五
郎
を
認
知
届
出
㊞

　

平
成
拾
四
年
拾
月
四
日
父
の
氏
を
称
す
る
入
籍
親
権
者
母
届
出
三
重
県
津
市
津

九
番
浦
山
幸
戸
籍
か
ら
入
籍
㊞

　

昭
和
六
拾
参
年
六
月
参
日
東
京
都
文
京
区
で
出
生
同
日
父
届
出
入
籍
㊞

　

平
成
拾
弐
年
壱
月
拾
弐
日
父
母
協
議
離
婚
親
権
者
を
母
梅
子
と
定
め
る
届
出
㊞

　

平
成
拾
弐
年
壱
月
拾
弐
日
母
の
氏
を
称
す
る
入
籍
親
権
者
母
届
出
大
阪
市
西
区

千
代
崎
参
番
地
山
田
梅
子
戸
籍
に
入
籍
に
つ
き
除
籍
㊞

　

昭
和
参
拾
五
年
五
月
五
日
大
阪
市
西
区
で
出
生
同
日
父
届
出
入
籍
㊞

　

昭
和
五
拾
八
年
五
月
八
日
近
代
竹
夫
と
婚
姻
届
出
大
阪
市
西
区
千
代
崎
参
番
地

山
田
熊
五
郎
戸
籍
か
ら
入
籍
㊞

　

夫
竹
夫
と
協
議
離
婚
届
出
平
成
拾
弐
年
壱
月
拾
弐
日
受
付
㊞
大
阪
市
西
区
千
代

崎
参
番
地
に
新
戸
籍
編
製
に
つ
き
同
日
除
籍
㊞

　

昭
和
参
拾
年
参
月
参
日
兵
庫
県
西
宮
市
で
出
生
同
日
父
届
出
入
籍
㊞

　

昭
和
五
拾
八
年
五
月
八
日
山
田
梅
子
と
結
婚
届
出
兵
庫
県
西
宮
市
甲
子
園
口
七

丁
目
七
番
七
号
近
代
寅
吉
戸
籍
か
ら
入
籍
㊞

　

妻
梅
子
と
協
議
離
婚
届
出
平
成
拾
弐
年
壱
月
拾
弐
日
受
付
㊞

　

平
成
拾
参
年
参
月
拾
日
三
重
県
津
市
津
九
番
浦
山
幸
同
籍
五
郎
を
認
知
届
出
㊞

　

婚
姻
の
届
出
に
よ
り
昭
和
五
拾
八
年
五
月
八
日
編
製
㊞

本
�

籍 改
製
原
戸
籍　
平
成
六
年
法
務
省
令
第
五
十
一
号
附
則
第
二
条
第
一
項
に
よ
る
改
製
に
つ
き
平
成
弐
拾
年
弐
月
弐
日
消
除
㊞　

東
京
都
文
京
区
後
楽
四
丁
目
四
番
四
号

氏名

近　

代　

竹　

夫

生　出

五　

郎

母 父 生　出

一　

郎

母 父 生　出 妻 母 父 生　出 夫 母 父

平
成
拾
参
年
壱
月
参
日

浦
山　

幸

近
代　

竹
夫

昭
和
六
拾
参
年
六
月
参
日

　
　
　

梅
子

近
代　

竹
夫

昭
和
参
拾
五
年
五
月
五
日

梅　

子

　
　
　

ツ
ル

山
田　

熊
五
郎

昭
和
参
拾
年
参
月
参
日

　

竹　

夫

亡　
　
　

亀
子

亡　

近
代
寅
吉

二男 長男 二女 長男

柄
か
ら
長
男
の
存
在
が
推
測
さ
れ
ま

す
。
ま
た
五
郎
さ
ん
の
母
の
姓
が
異

な
っ
て
い
る
こ
と
か
ら
何
ら
か
の
事

情
が
あ
る
こ
と
が
わ
か
り
ま
す
。

次
に
１
つ
前
の
戸
籍
に
さ
か
の
ぼ

っ
て
確
認
し
ま
す
。
同
じ
本
籍
地
に

お
い
て
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
化
前
の
戸
籍

が
あ
り
ま
し
た
（
サ
ン
プ
ル
❾
）。

こ
の
戸
籍
謄
本
は
、「
婚
姻
の
届

出
に
よ
り
昭
和
58
年
５
月
８
日
編

製
」
さ
れ
て
か
ら
、「
平
成
６
年
法

務
省
令
～
に
よ
る
改
製
に
つ
き
平
成

20
年
２
月
２
日
消
除
」
さ
れ
る
ま
で

の
戸
籍
を
証
明
し
ま
す
。

こ
の
戸
籍
で
は
、
ま
ず
「
梅
子
さ

ん
と
の
婚
姻
」「
長
男
で
あ
る
一
郎

さ
ん
の
出
生
」「
梅
子
さ
ん
と
の
協

議
離
婚
」「
離
婚
に
伴
う
一
郎
さ
ん

の
除
籍
」
が
確
認
で
き
ま
し
た
。

梅
子
さ
ん
は
婚
姻
中
で
あ
れ
ば
、

配
偶
者
と
し
て
法
定
相
続
人
と
な
り

ま
す
が
、
離
婚
さ
れ
た
た
め
法
定
相

続
人
と
は
な
り
ま
せ
ん
。
ま
た
一
郎

さ
ん
は
離
婚
に
伴
い
梅
子
さ
ん
の
戸

籍
に
転
籍
さ
れ
ま
し
た
が
、
竹
夫
さ

ん
の
実
子
で
あ
る
た
め
法
定
相
続
人

サ
ン
プ
ル
❾

竹
夫
の
婚
姻
時
に
編
製
さ
れ
た
戸
籍

平成12年1月12日、
梅子と協議離婚した
ことがわかる。これ
により梅子は相続人
ではなくなる

昭和58年5月8
日に梅子と婚姻
したことがわか
る

平成13年1月3日
に竹夫と浦山幸と
の間に、二男五郎
が生まれたことが
わかる

竹夫と梅子の離
婚に伴い、一郎
が戸籍から除籍
されていること
がわかる

サンプル❽・❾の戸籍で竹夫と浦山幸の婚姻は確
認できない。そのため浦山幸は相続人にならない

昭和63年6月3日、東京都文京区で、
長男一郎が生まれたことがわかる
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戸籍 強 なるく見方の に

と
な
り
ま
す
。

婚
姻
関
係
に
な
い
相
手
と
の
間
に

婚
姻
関
係
に
な
い
相
手
と
の
間
に

子
ど
も
が
い
た
こ
と
が
発
覚
…

子
ど
も
が
い
た
こ
と
が
発
覚
…

そ
し
て
、
こ
の
戸
籍
で
は
梅
子
さ

ん
と
の
協
議
離
婚
の
後
、
浦
山
幸
さ

ん
と
の
間
に
、
平
成
13
年
１
月
３
日

に
五
郎
さ
ん
が
誕
生
し
て
い
る
こ
と

が
わ
か
り
ま
す
。
浦
山
幸
さ
ん
と
は

サ
ン
プ
ル
❾
の
戸
籍
、
そ
の
後
の
サ

ン
プ
ル
❽
の
戸
籍
に
お
い
て
も
婚
姻

の
記
載
が
あ
り
ま
せ
ん
で
し
た
。
よ

っ
て
浦
山
幸
さ
ん
は
相
続
人
と
は
な

り
ま
せ
ん
。

一
方
で
五
郎
さ
ん
は
、
父
で
あ
る

竹
夫
さ
ん
が
平
成
13
年
３
月
10
日
に

認
知
を
行
っ
た
実
子
で
あ
り
、
一
郎

さ
ん
と
等
し
く
相
続
権
を
有
す
る
こ

と
に
な
り
ま
す
。

父
の
認
知
の
み
で
あ
れ
ば
、
母
の

戸
籍
に
在
籍
さ
れ
た
ま
ま
と
な
り
ま

す
が
、
そ
の
後
平
成
14
年
10
月
４
日

に
近
代
姓
へ
の
変
更
と
と
も
に
、
母

浦
山
幸
さ
ん
の
戸
籍
か
ら
、
父
竹
夫

さ
ん
の
戸
籍
へ
と
転
籍
さ
れ
て
い
ま

す
。

親
権
者
が
相
手
方
と
な
っ
た

親
権
者
が
相
手
方
と
な
っ
た

子
の
現
在
戸
籍
を
確
認
す
る

子
の
現
在
戸
籍
を
確
認
す
る

２
人
の
実
子
の
う
ち
五
郎
さ
ん
の

生
存
に
つ
い
て
は
サ
ン
プ
ル
❽
で
確

認
で
き
ま
し
た
。
仮
に
竹
夫
さ
ん
の

戸
籍
へ
転
籍
さ
れ
て
い
な
い
場
合
に

は
、
五
郎
さ
ん
本
人
の
協
力
を
得
て

五
郎
さ
ん
の
現
在
戸
籍
を
取
得
し
な

け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。

一
郎
さ
ん
に
つ
い
て
は
、
親
権
者

で
あ
る
母
梅
子
さ
ん
の
戸
籍
へ
転
籍

さ
れ
て
い
る
た
め
、
そ
の
後
の
一
郎

さ
ん
の
戸
籍
上
の
足
取
り
は
、
竹
夫

さ
ん
の
戸
籍
か
ら
読
み
取
る
こ
と
が

で
き
ま
せ
ん
。
一
郎
さ
ん
の
現
在
の

戸
籍
を
確
認
す
る
た
め
に
は
、
直
接

一
郎
さ
ん
か
母
梅
子
さ
ん
に
依
頼
し

な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。

こ
こ
で
、
一
郎
さ
ん
の
現
在
の
戸

籍
を
確
認
し
ま
す（
サ
ン
プ
ル
❿
）。

結
婚
後
、
和
歌
山
に
戸
籍
が
作
製
さ

れ
て
お
り
、
存
命
が
確
認
で
き
ま
し

た
。
よ
っ
て
こ
の
ケ
ー
ス
の
相
続
人

は
、
実
子
で
あ
る
一
郎
さ
ん
と
五
郎

さ
ん
の
２
名
と
な
り
ま
す
。

平成14年10月
4日、五郎が近
代姓となり、母
浦山幸の戸籍か
ら父竹夫の戸籍
へと転籍してい
ることがわかる

平 成13年3月
10日に五郎を
認知したことが
わかる。これに
より、一郎と等
しく相続権を有
することに

 全 部 事 項 証 明 
本 籍 
氏 名  

和歌山県和歌山市七番丁７８９番地 
山 田 一 郎 

戸籍事項 
戸籍改製 

 

 
【改製日】平成２８年２月８日 
【改製事由】平成６年法務省令第５１号附則第２条第１項による改

製 
戸籍に記載され

ている者 
 

 

【名】一 郎 

【生年月日】昭和６３年６月３日 【配偶者区分】夫 
【父】近代竹夫 
【母】山田梅子 
【続柄】長男 
 

サンプル➓ 一郎の現在戸籍

一郎は和歌山市に自身の戸籍
があり、結婚していること、
存命であることがわかる
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ケ
ー
ス
４
で
は
、
養
子
縁
組
が

あ
っ
た
場
合
の
戸
籍
の
確
認

方
法
に
つ
い
て
解
説
し
ま
す
。

養
子
縁
組
は
、
当
事
者
の
合
意
に

基
づ
い
て
市
区
町
村
役
場
に
「
養
子

縁
組
届
」
を
提
出
す
る
こ
と
で
成
立

し
ま
す
。
養
子
と
な
っ
た
人
は
、
相

続
に
お
い
て
は
養
子
縁
組
の
日
よ
り

実
子
と
同
様
に
取
り
扱
わ
れ
ま
す
。

仮
に
養
子
が
す
で
に
死
亡
し
て
い
た

場
合
に
は
、
養
子
縁
組
後
に
そ
の
養

子
に
子
が
誕
生
し
て
い
れ
ば
そ
の
子

が
代
襲
す
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。

こ
こ
で
は
、「
婚
姻
に
よ
っ
て
氏

を
改
め
た
者
」
が
養
子
と
な
っ
た
場

合
の
戸
籍
を
み
て
い
き
ま
す
。

戸
籍
を
さ
か
の
ぼ
っ
て

戸
籍
を
さ
か
の
ぼ
っ
て

子
の
存
在
を
確
認

子
の
存
在
を
確
認

そ
れ
で
は
、
ま
ず
被
相
続
人
の
死

亡
の
事
実
が
記
載
さ
れ
た
戸
籍
謄
本

を
確
認
し
ま
す
（
サ
ン
プ
ル
⓫
）。

戸
籍
事
項
欄
に
「
平
成
６
年
法
務
省

令
～
に
よ
る
改
製
」
と
あ
り
、
改
製

日
は
平
成
20
年
２
月
２
日
と
な
っ
て

い
ま
す
。
こ
の
戸
籍
謄
本
は
コ
ン
ピ

近代 寅吉
竹夫の父

現代 ひろ子 現代 玲央
ひろ子の夫

竹夫の母
近代 亀子

近代 竹夫
竹夫の妻

近代 梅子
梅子の夫。ひろ子
と養子縁組を行う

玲央と結婚した後、
竹夫の養子となる

被
相
続
人
が
養
子
縁
組
を
行
っ
て
お
り

相
続
人
が
「
配
偶
者
」
お
よ
び
「
養
子
」
で
あ
る

4

CASE
ヒアリングなどで得た

確認の前提となる家族構成等の情報
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戸籍 強 なるく見方の に

ュ
ー
タ
化
後
の
戸
籍
で
あ
り
、
平
成

20
年
２
月
２
日
か
ら
戸
籍
謄
本
の
発

行
日
ま
で
の
戸
籍
を
証
明
す
る
も
の

で
、
竹
夫
さ
ん
の
身
分
事
項
に
「
除

籍
」
お
よ
び
「
死
亡
」
の
記
載
か
ら

竹
夫
さ
ん
の
死
亡
と
、
相
続
人
で
あ

る
妻
梅
子
さ
ん
の
生
存
を
確
認
す
る

こ
と
が
で
き
ま
し
た
。

さ
ら
に
こ
の
戸
籍
で
は
、
身
分
事

項
に
「
養
子
縁
組
」
の
記
載
が
あ

り
、
現
代
ひ
ろ
子
さ
ん
と
令
和
３
年

３
月
３
日
に
養
子
縁
組
し
た
こ
と
が

確
認
で
き
ま
し
た
。
な
お
、
普
通
養

子
縁
組
制
度
で
は
、
サ
ン
プ
ル
の
よ

う
に
戸
籍
に
養
子
縁
組
の
情
報
が
記

載
さ
れ
ま
す
が
特
別
養
子
縁
組
制
度

に
よ
る
縁
組
の
場
合
に
は
、
戸
籍
に

は
実
子
と
同
様
の
内
容
で
記
載
さ
れ

ま
す
。

こ
の
戸
籍
に
ひ
ろ
子
さ
ん
は
在
籍

し
て
お
ら
ず
、
婚
姻
し
て
夫
の
戸
籍

に
在
籍
し
て
い
ま
す
。
そ
の
た
め
ひ

ろ
子
さ
ん
が
存
命
か
ど
う
か
は
こ
の

戸
籍
で
は
不
明
で
す
。

次
に
平
成
20
年
２
月
２
日
に
改
製

前
の
戸
籍
を
さ
か
の
ぼ
っ
て
確
認
し

竹夫に養子が1
人いることを確
認

戸籍の筆頭者で
ある竹夫が死亡
していること、
その死亡日を確
認

妻、梅子の存命
を確認。相続人
が1人確定

全 部 事 項 証 明 
本 籍 
氏 名  

東京都文京区後楽４丁目４番４号 
近 代 竹 夫 

戸籍事項 
戸籍改製 

 

 
【改製日】平成２０年２月２日 
【改製事由】平成６年法務省令第５１号附則第２条第１項による改製 

戸籍に記載さ
れている者 

 
除 籍 

 
 

 

【名】竹夫 

身分事項
 

 養子縁組
 

死 亡

 

 
 

 

 

戸籍に記載さ
れている者 
 
 
 
 
 

 

【名】梅子 
【生年月日】昭和３５年５月５日 【配偶者区分】妻 
【父】山田熊五郎 
【母】山田ツル 
【続柄】二女 

【生年月日】昭和３０年３月３日　　【配偶者区分】夫 
【父】近代寅吉 
【母】近代亀子 
【続柄】長男 

【縁組日】令和３年３月３日 
【共同縁組者】妻 
【養子氏名】現代ひろ子 
【養子の戸籍】埼玉県所沢市大字上山口壱丁目壱番　現代玲央
【送付を受けた日】令和３年３月４日 
【受理者】埼玉県所沢市長 

【死亡日】令和５年４月１日 
【死亡時分】午前４時４０分 
【死亡地】東京都文京区 
【届出日】令和５年４月２日 
【届出人】妻 

サンプル⓫ 被相続人である竹夫の現在戸籍
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ま
す
。
同
じ
本
籍
地
に
コ
ン
ピ
ュ
ー

タ
化
前
の
戸
籍
が
あ
り
、
そ
れ
が
ケ

ー
ス
１
に
お
け
る
サ
ン
プ
ル
❷
（
Ｐ

22
）
で
す
。
こ
の
戸
籍
謄
本
は
、

「
婚
姻
の
届
出
に
よ
り
昭
和
58
年
５

月
８
日
に
編
製
」
さ
れ
て
か
ら
、

「
平
成
６
年
法
務
省
令
～
に
よ
る
改

製
に
つ
き
平
成
20
年
２
月
２
日
消

除
」
さ
れ
る
ま
で
の
戸
籍
を
証
明
し

ま
す
。
こ
の
戸
籍
で
は
竹
夫
さ
ん
に

子
の
存
在
は
確
認
で
き
ま
せ
ん
。

相
続
手
続
き
で
は
、
被
相
続
人
の

出
生
か
ら
死
亡
ま
で
の
戸
籍
を
確
認

し
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
竹
夫
さ
ん
の

婚
姻
前
の
戸
籍
は
ケ
ー
ス
１
に
お
け

る
サ
ン
プ
ル
❸
（
Ｐ
22
）
で
、
兵
庫

県
西
宮
市
の
近
代
寅
吉
さ
ん
を
筆
頭

者
と
す
る
戸
籍
に
な
り
ま
す
。
竹
夫

さ
ん
の
父
の
近
代
寅
吉
さ
ん
の
戸
籍

が
昭
和
28
年
２
月
８
日
に
婚
姻
を
機

に
新
し
く
編
製
さ
れ
、
そ
の
後
に
竹

夫
さ
ん
が
昭
和
30
年
３
月
３
日
に
出

生
し
て
い
ま
す
。
こ
の
戸
籍
が
「
出

生
」
か
ら
「
婚
姻
に
よ
り
竹
夫
さ
ん

が
昭
和
58
年
５
月
８
日
に
除
籍
」
さ

れ
る
ま
で
の
戸
籍
を
証
明
し
ま
す
。

全 部 事 項 証 明 
本 籍 
氏 名

埼玉県所沢市大字上山口壱丁目壱番 
現代 玲央 

戸籍事項 
戸籍改製 

 
【改製日】平成２５年２月５日 
【改製事由】平成６年法務省令第５１号附則第２条第１項による改
製 

 
 
 
戸籍に記載され
ている者 

 
 

 
 
 

【名】ひろ子 

【生年月日】昭和５９年９月５日 【配偶者区分】妻 
【父】 古代広志 
【母】 古代弘江 
【続柄】長女 
【養父】近代竹夫 
【養母】近代梅子 
【続柄】養女 

身分事項 

養子縁組 

 

【縁組日】令和３年３月３日 
【養父氏名】近代竹夫 
【養母氏名】近代梅子 
【養親の戸籍】東京都文京区後楽４丁目４番４号 近代竹夫 

サンプル⓬ 養子である現代ひろ子の現在戸籍

ひろ子が竹夫
と養子縁組を
行っており、
存命であるこ
とを確認
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戸籍 強 なるく見方の に

こ
こ
ま
で
サ
ン
プ
ル
⓫
、
サ
ン
プ

ル
❷
、
サ
ン
プ
ル
❸
か
ら
竹
夫
さ
ん

に
は
実
子
の
存
在
を
確
認
す
る
こ
と

が
で
き
ま
せ
ん
で
し
た
。

養
子
縁
組
を
行
っ
た

養
子
縁
組
を
行
っ
た

養
子
の
現
在
の
戸
籍
を
確
認

養
子
の
現
在
の
戸
籍
を
確
認

続
い
て
、
ひ
ろ
子
さ
ん
の
現
在
の

戸
籍
を
確
認
し
ま
す
（
サ
ン
プ
ル

⓬
）。
ひ
ろ
子
さ
ん
は
、
婚
姻
に
よ

り
実
父
古
代
広
志
さ
ん
の
戸
籍
か
ら

除
籍
さ
れ
て
、
現
代
玲
央
さ
ん
の
戸

籍
に
入
籍
し
た
後
、
平
成
25
年
２
月

５
日
に
戸
籍
が
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
化
さ

れ
、
現
在
の
戸
籍
と
な
っ
て
い
ま

す
。
そ
し
て
こ
の
戸
籍
が
証
明
す
る

期
間
に
お
い
て
、
令
和
３
年
３
月
３

日
に
近
代
竹
夫
さ
ん
梅
子
さ
ん
夫
妻

と
養
子
縁
組
を
行
っ
て
い
ま
す
。
な

お
、
こ
の
場
合
、
ひ
ろ
子
さ
ん
は
養

親
の
姓
に
は
変
更
さ
れ
ず
、
婚
姻
の

際
に
定
め
た
姓
の
ま
ま
で
す
。

戸
籍
上
、
養
親
と
実
親
は
併
記
さ

れ
ま
す
。
普
通
養
子
縁
組
で
は
、
実

親
と
の
相
続
関
係
も
そ
の
ま
ま
残
り

ま
す
の
で
、
養
親
の
相
続
人
と
な
る

だ
け
で
は
な
く
、
実
親
の
相
続
に
関

し
て
も
相
続
人
と
な
り
ま
す
（
図

表
）。
ひ
ろ
子
さ
ん
は
存
命
で
あ
る

こ
と
が
確
認
で
き
た
の
で
、
こ
の
ケ

ー
ス
の
相
続
人
は
配
偶
者
で
あ
る
梅

子
さ
ん
と
、
養
子
で
あ
る
ひ
ろ
子
さ

ん
の
２
名
と
な
り
ま
す
。

そ
の
他
の
養
子
縁
組
に
よ
る

そ
の
他
の
養
子
縁
組
に
よ
る

戸
籍
の
変
更
に
つ
い
て

戸
籍
の
変
更
に
つ
い
て

養
子
縁
組
に
は
、
養
子
が
婚
姻
し

て
い
る
か
、
戸
籍
の
筆
頭
者
で
あ
る

か
等
に
よ
っ
て
様
々
な
パ
タ
ー
ン
が

あ
り
、
そ
れ
に
よ
っ
て
戸
籍
も
変
化

す
る
点
に
注
意
が
必
要
で
す
。

〈
婚
姻
し
た
筆
頭
者
が
養
子
に
な
る

場
合
〉

婚
姻
し
た
戸
籍
筆
頭
者
が
養
子
縁

組
を
行
っ
た
場
合
に
は
、
そ
の
養
子

お
よ
び
養
子
の
配
偶
者
の
姓
は
養
親

の
姓
と
な
り
ま
す
。
仮
に
養
子
縁
組

を
行
っ
た
の
が
ひ
ろ
子
さ
ん
で
は
な

く
、
現
代
玲
央
さ
ん
で
あ
っ
た
場
合

に
は
、
玲
央
さ
ん
と
配
偶
者
の
ひ
ろ

子
さ
ん
の
姓
は
「
近
代
」
姓
と
な
り

ま
す
。
戸
籍
に
つ
い
て
は
、
養
子
縁

組
を
原
因
と
し
て
、
養
子
夫
婦
の

「
近
代
」
姓
に
よ
る
戸
籍
が
新
し
く

編
製
さ
れ
ま
す
。

〈
単
身
者
が
養
子
と
な
る
場
合
〉

婚
姻
し
て
い
な
い
単
身
者
が
養
子

縁
組
を
行
っ
た
場
合
に
は
、
単
身
者

の
姓
を
改
め
て
養
親
の
姓
を
名
乗
る

こ
と
に
な
り
ま
す
。
戸
籍
に
つ
い
て

は
、
原
則
と
し
て
単
身
者
で
あ
る
養

子
は
養
親
の
戸
籍
へ
転
籍
し
ま
す

が
、
例
外
が
２
つ
あ
り
ま
す
。

１
つ
目
は
、
養
子
が
養
親
の
戸
籍

に
入
っ
た
場
合
で
す
。
例
え
ば
子
を

持
つ
夫
婦
が
離
婚
し
、
そ
の
子
が
戸

籍
に
い
る
父
ま
た
は
母
が
再
婚
し
た

と
し
ま
す
。
再
婚
相
手
と
子
に
は
親

子
関
係
が
な
い
た
め
両
者
間
で
養
子

縁
組
を
し
た
場
合
、
身
分
事
項
に
養

子
縁
組
を
し
た
旨
が
記
載
さ
れ
ま

す
。２

つ
目
は
親
の
戸
籍
に
入
っ
て
い

る
未
婚
の
子
が
養
親
と
な
る
な
ど
、

養
親
が
戸
籍
の
筆
頭
者
や
配
偶
者
で

な
い
場
合
で
す
。
こ
の
場
合
、
養
子

縁
組
を
原
因
と
し
て
養
親
と
養
子
の

戸
籍
が
新
し
く
編
製
さ
れ
ま
す
。

●普通養子縁組による相続関係

被相続人
（養父）
近代竹夫

妻
（養母）
近代梅子

養子
ひろ子

実父
古代広志

実母
古代弘江

実子
ひろ子

縁組 養子縁組後も
相続関係は消滅しない

相続人相続人
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